
○ 多床室への室料負担については、在宅とのバランスを考慮すれば利用者の理解も得られるのではないか。 
○ 部屋料というのは、ユニットでも個室でも多床室でも同じ原則で扱うべき。そうでないと、払っている人
の納得は得られないのではないか。 

○ 多床室においては住環境の室の面から限界があり、新たに必要な室料を利用者に求めることは、たとえ一
定の所得層であっても避けるべき。 

○ 多床室の減価償却部分を利用者負担に変えるとすれば、現実的には第４段階の方が対象となると考えられ
るが、もともと平成16年に居住費の問題を議論されたときに、居住環境から考えて、多床室では在宅の方と
比べてあまりにも居住環境が室料をいただくほどに至らないということで、光熱水費相当が切り出された。
そのときの議論を尊重して、多床室からの居住費というのは光熱水費にとどめるべきではないか。 

○ 多床室の室料負担は、事実上、低所得者や選択の余地を持たない利用者を締め出すという効果を持ってし
まう。介護保険３施設とも利用者は実質的に高所得者と呼べる層ではない。仮に減価償却費が給付外となっ
た場合、ユニット型個室に入れない低所得者が多床室にも入所できなくなるおそれがある。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
６ 低所得者への配慮 
 （多床室の給付範囲の見直し） 
○ 一方、前回の改正において、個室については、居住部分の減価償却費相当額と光熱水費が保険給付の対

象外となったが、多床室については光熱水費のみが保険給付の対象外とされた。この結果、多床室の介護
報酬が、従来型個室の報酬よりも高い設定となっている。今後、利用者負担について、さらなる在宅との
均衡を図るため、多床室についても、低所得者の利用に配慮しつつ、減価償却費相当額を保険給付対象外
とする見直しが必要である。 

○ 多床室の減価償却費相当額を利用者負担とすることについては、その居住環境を考慮し、居住費につい
ては現状の光熱水費相当を維持すべきであるとの意見があった。 

多床室の給付範囲に関する昨年の介護保険部会での議論 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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ユニット型施設の施設数・定員数の年次推移 

各年10月1日 

※ユニット型施設数には、一部ユニット型での実施施設も含む。 
出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査｣ 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 
全施設 ユニット型 割合（％） 全施設 ユニット型 割合（％） 

平成１５年 
施設数 ５，０８４ ７５ １．５ ３，０１３ １４３ ４．７ 

定員数 ３４６，０６９ ４，４８０ １．３ ２６９，５２４ － － 

平成１６年 
施設数 ５，２９１ ３７３ ７．０ ３，１３１ ２３３ ７．４ 

定員数 ３６３，７４７ １７，７９９ ４．９ ２８２，５１３ － － 

平成１７年 
施設数 ５，５３５ ７７１ １３．９ ３，２７８ ２３８ ７．３ 

定員数 ３８３，３２６ ３９，４６７ １０．３ ２９７，７６９ － － 

平成１８年 
施設数 ５，７１６ １，１１６ １９．５ ３，３９１ ２０４ ６．０ 

定員数 ３９９，３５２ ５９，２７８ １４．８ ３０９，３４６ ９，１６７ ３．０ 

平成１９年 
施設数 ５，８９２ １，４３９ ２４．４ ３，４３５ ２５０ ７．３ 

定員数 ４１２，８０７ ７８，１３５ １８．９ ３１３，８９４ １１，４８７ ３．７ 

平成２０年 
施設数 ６，０１５ １，６３０ ２７．１ ３，５００ ２８６ ８．２ 

定員数 ４２２，７０３ ８９，５７１ ２１．２ ３１９，０５２ １３，４２３ ４．２ 

○ ユニット型施設については、介護老人福祉施設においては定員の２１．２％、 
 老人保健施設においては定員の４．２％と低い割合となっている。 
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光熱水費 

特別養護老人ホームの類型別 
介護保険給付と利用者負担の概念整理 

ユニット型施設 従来型個室 多床室 

施設介護 
サービス費 

 

２８．２万円 
 

（要介護５：941単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

施設介護 
サービス費 

 

２６．１万円 
 

（要介護５：871単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

 
 

施設介護 
サービス費 

 

２８．０万円 
 

（要介護５：933単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

室料 

室料 

室料 

介
護
保
険
給
付 

光熱水費 

介
護
保
険
給
付 

光熱水費 

食費 

介
護
保
険
給
付 

食費 

食費 

利
用
者
負
担 

利
用
者
負
担 

利
用
者
負
担 

25 25 



26 

○ 居住費の具体的水準については、介護保険施設における減価償却費及び光熱水費の
水準を踏まえつつ、居室の居住環境の差異を考慮して基準費用額を設定している。 

居住費の水準 

居室 基準費用額（日額【月額】） 

多床室  320円 【1.0万円】 

従来型
個室 

介護老人福祉施設 1,150円 【3.5万円】 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 1,640円 【5.0万円】 

ユニット型準個室 1,640円 【5.0万円】 

ユニット型個室 1,970円 【6.0万円】 

介護保険施設に係る居住費の水準（基準費用額） 

施設 ユニットケアの
個室 

従来型個室 多床室 

介護老人福祉施設 45,352円 34,624円 27,896円 

介護老人保健施設 44,576円 38,800円 35,107円 

介護療養型医療施設 － 42,035円 35,550円 

介護保険施設に係る一人一月当たりの減価償却費 

※「介護保険施設の居住費・食費に関する実態把握調査」（平成23年3月） 

居室部分の割合：30％ 
・ 定員100名の従来型施設の
標準的総面積：3,413㎡ 

・うち、居室面積：1,065㎡
（10.65㎡X100床） 
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第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

１割負担 食費 居住費 

計5万円 計5.2万円 

計9.46万円 

計13万円以上 

計2.5万円 

計3.7万円 

計5.46万円 

計8万円以上 

居室 第１段階（日額【月額】） 第２段階（日額【月額】） 第３段階（日額【月額】） 

多床室  320円 【1.0万円】   0円 【  0万円】   0円 【 0万円】 

従来型
個室 

介護老人福祉施設  830円 【2.5万円】  730円 【2.2万円】 330円 【1.0万円】 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

ユニット型準個室 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

ユニット型個室 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

介護保険施設における負担額 

ユニット型個室 多床室 

※ １割負担は、第１~３段階は高額介護サービス費の負担限度額、第４段階は特養の平均的な利用者負担額。 
※ 食費、居住費は、第１~３段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の負担限度額、第４段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の基準費用額。 
※ 実際に施設を利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。 

○ 基準費用額の負担が困難な低所得者には補足給付が支給されているが、それを考慮しても特に
ユニット型個室の所得第３段階の方の負担が重くなっている。 

介護保険施設に係る補足給付（居住費）の額 

27 

ユニット型個室及び多床室の負担額 
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論  点 

○ 社会保障・税一体改革においては、居宅に近い居住環境の下
で、居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとり
の意思と人格を尊重したケアを行い、要介護高齢者の尊厳の保
持と自立支援を図る施設のユニット化を進めることとしているが、 
• 室料相当について全額負担する個室ユニットと介護報酬で手
当てされている多床室との不均衡を是正し、施設のユニット化
を進める観点から、多床室の入所者にも一定の室料負担を求
めることが必要ではないか。 

• これと併せて、低所得者のユニット型個室への円滑な入所が
確保できるよう、負担軽減についての検討が必要ではない
か。 

• 多床室入所者から一定の室料負担を求める場合、低所得の
入所者の負担について配慮する必要があると考えられるが、
どのような措置が適当と考えるか。 
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